


議会への意見・要望 

　5月21日から30日にかけて市内16会場で、「市民と語る会」を開催しました。昨年度
までは「議会報告会」として4回開催してきましたが、今年度から市民との意見交換を
前面に出すため名称を「市民と語る会」に変更しました。
　語る会には延べ473人の参加があり、議員定数やがれきの受け入れ、原発関係、エネ
ルギー政策をはじめ、防災、施設整備、まちづくりなど本市が抱える課題等についての
意見、質問等が出されたほか、道路等の維持管理など身近な要望も多く出されました。
　その内容についてご報告します。

•

 

 がれき受け入れ決議の関係

・がれき受け入れについて県内トップで決議
　したことはタイムリーだった。 
・全国でも痛みを分け合う風潮が拡がりつつ
　ある中、個人的にはいいことだと思う。 
・受け入れは放射能だけでなく有害物資など
　リスクが大きい。東北支援は他の方法で行
　うべきだ。 
・清掃センターの地元の意見も聞かずに「決議」
　は軽率ではないか。 
・がれきの決議の表決が9対8と割れたのは
　なぜか。 

【回答】東日本大震災に見舞われた地域の方々
は復興に向け懸命の努力を続けられ、今なお、
大量の震災がれき処理に苦慮されています。
そのような中、国から、がれきの処理に協力
願いたいとの説明会が開催され、受講した議
員の発議により議会運営委員会で決議案が検
討され、本会議に議案として提出され議決さ
れたものです。本市議会においては、賛成・
反対立場から様々な議論がなされ、決議案を
議決するにあたっては僅差の表決結果となり

ました。 
　ただ、決議の中にもありますように、条件
として「放射能汚染検査をクリアした一般廃
棄物相当と判断されたもの」とし、国・県・
関係機関の検査に対する関与や、市民の不安
を払拭できる情報公開を受入れの前提にして
います。現在、本市が抱えている｢最終処分場｣
の耐用年数、新規最終処分場設置計画等、前
段にクリアすべき諸問題が存在していること
も、承知しています。 

 議員定数関係 
・人口比で何人ということは言いたくないが、
　14人ぐらいでもいいのではないか。 
・人口3万人で議員18人は多いのではないか。  
・議員定数はこのままで良い。報酬は低いが
　このままで我慢して欲しい。 



【回答】人口比で議員定数を決めるという考
え方は、基準がありそうで実は根拠（妥当性）
が薄いものであると思います。
　複雑多岐にわたる市民の要望に対する市の
施策が妥当なものか、実現に向けて予算の組
み方や執行のあり方に問題はないかなど、「市
民の意見をいかに汲み取って施策に反映でき
るか、執行部の仕事をチェックして、より良
い方向へ導くための議論が徹底できるか」に
かかってくると思います。
　そういう意味では議員の数が多いほど、チ
ェックする目（視点）は多くなると言えます。
定数を減らすことは、議員が処理しなければ
ならない情報量が増えることで、調査・研究・
チェックが甘くなる危険性があります。
  一方、市民の意見を整理し施策として構築
し、また、チェックしたものを積極的に意見
に反映させる議員が少なければ、幾ら「目」
を多くしても意味がありません。
　要は、このバランスが取れる議員数は何人
かということになってきます。
　現在進められている議会基本条例の制定に
向けた作業や市民の手による「自治基本条例」、
各地域で設置・検討されている「まちづくり
協議会」等との関連も含めながら定数問題に
も鋭意取り組んでまいります。 

 議会運営等関係 
・議会での政策論争が低調のように思う。現
　状を打開する議論をして欲しい。 
・傍聴者への対応、傍聴者を増やす対策を。 
・本会議のネット中継をすべきだ。 
・一般質問の通告内容を早めに知りたい。 

【回答】市議会では、議会運営委員会におい
て各定例会の進め方を協議・検討する一方で、
「市民に身近な議会でありたい」として、議
員全員で議会改革に向けた取り組みを進めて
います。
　「市民と語る会」の実施や、各種団体との
意見交換会の実施、請願・陳情者からの意見

聴取など実施してきています。
　先進事例として、本会議の中継に取り組ん
でいる議会が近年増えてきています。これは
議会を傍聴したいけれども、諸事情で傍聴で
きない方々に、議会の動きを積極的に情報発
信していこうとするものです。本市議会も実
施に向けて検討を進めていますが、様々な課
題が多いことも事実です。 
　また、一般質問の通告内容等につきまして
は、昨年9月議会から市の携帯情報サービス
でもご覧いただけるようになりました。今後
もできるだけ早い周知に努めてまいります。 

 その他の意見要望等 
・原発再稼働に対する議会の対応
・原子力防災暫定計画への疑問（避難警戒区
　域）
・企業誘致への取り組み
・海岸磯焼けへの対応
・住宅政策の検討ならびに住宅リフォーム制
　度の導入
・寿屋跡地問題（空き家・空き地対策）など 

【回答】その他、原子力発電所再稼働への対
応、企業誘致問題、住宅政策、空き地・空き
家対策、市の海岸線全域で発生している磯焼
けの問題等々、数々の意見要望が寄せられま
した。これらについては、これまで一般質問
等でも取り上げ、市の対応を質したり、施策
の研究・実施を迫ってきています。今後とも
積極的な対応に努めてまいります。 
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　市民の皆さんから出された市に対する意見・
要望等については、議長から市長に対処方の
申し入れをしました。
　市長の回答（要旨）は次のとおりです。 

 消防・防災関係 

・原発事故時の避難場所は南薩方面と聞くが、

　風の向きを考えると危ないのではないか。 

・防災計画の見直しはどのようになっているか。 

・海抜表示板の設置はいつになるのか。 

【回答】本市の原子力災害対策暫定計画では、
川内原子力発電所の災害時における市民の避
難先を、南九州市、鹿児島市、枕崎市、指宿
市の４市と定めています。避難先は、県の暫
定計画で本市のほか、薩摩川内市、阿久根市
の広域避難計画も定められています。また、
避難所は地域コミュニティの維持を優先する
よう配慮するとされました。
 万一、川内原発から大量の放射線物質が放
出されたり、そのおそれがある場合は、いち
早く、より遠くへ避難することが原則である
ことから、本市については、川内原発から50
キロ以上離れた場所を避難所に指定していま
す。また、川内原発敷地内の気象観測所での
年間風向調査によると、季節によって、風の
影響を受ける地域は変わるものと考えていま
す。 
　防災計画は、東日本大震災を受け、現在、
国・県において見直しが行われており、本市
においても、複合災害を想定した防災計画の
見直しを行うことにしています。
 海抜表示は、今年９月から10月にかけ、設
置することにしています。 

 がれき受け入れ関係 
・議会が決議をしているが、受け入れの方向
　性、受入場所は検討しているのか。 
【回答】議会の決議は尊重しますが、放射能
汚染されたがれきは受け入れないという考え
は変わっていません。 
　がれきの風評被害や放射能汚染に対する住
民の不安、環境センターの処理能力の問題、
最終処分場の余力が不足であるなど課題があ
ります。

　このため、国及び県に対して十分理解で
きる説明を求め、近隣市町村の動向を踏まえ、
市民のご意見を聞いた上で、慎重に対応し
てまいりたいと考えています。 

 原発関係 
・原発再稼働の住民説明はどのようにする
　のか。 
・原発事故の避難計画があると聞くが、避
　難する計画よりも再稼働しない方向がい
　いのでは。 
【回答】１、２号機については、九州電力
から提出されたストレステストについて、
原子力安全・保安院により審査がなされて
いる段階です。再稼働については、国の責
任の上で十分に安全性を保証し、きちんと
地元に説明することが大事だと思っており、
市としては、そうした過程の一つ一つを注
視していく必要があると思っています。

 地域振興・まちづくり関係 
・合同会社さつま自然エネルギーへの出資
　はどのようなものか。 
・個人が太陽光発電を設置する場合の補助
　金制度も検討してほしい。 
・企業誘致への取り組みが弱いと思うが。 
・上名、中央、大原、野平地区の交流セン
　ターの計画はどのようになっているか。 
【回答】「合同会社さつま自然エネルギー」
は、自然エネルギー社会への転換を目指して、
地元企業・市民・行政・地元金融機関など
の力を結集し設立されました。太陽光発電
等の再生可能エネルギー源利用の消費者市
場への健全な普及促進と地域環境保全に貢
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2．市たばこ税関係 
　法人税率の引き下げと、減価償却制度の見
直し等により法人市民税が減収となることか
ら、県たばこ税の一部が市たばこ税に移譲さ
れる。 

専決処分の承認
　地方税法等の一部を改正する法律が本年3
月31日公布されたことに伴い、急を要した
ため専決処分された市税条例の一部改正につ
いて、議会の承認を求められたもの。 
１．固定資産税を算出する際に用いる土地の
　負担調整の見直し 
　　住宅用地に係る据置特例を、平成25年
　度までは負担水準90％以上の住宅用地に
　ついてそのまま残し、平成26年度に廃止
　する。据置特例を見直しても各年度におけ
　る税負担への影響は、負担調整措置により
　本来の税額のプラス5％を限度とする。 
２．新築住宅に対する固定資産税の減額措置
　の2年延長（平成26年3月31日まで） 
問 負担水準の見直しがされ平成26年度廃止
になる理由は何か。 
答 負担調整措置は、平成6年度の固定資産関
係の税制改正による納税者の税負担の急増を
緩和するために設けられた措置であるが、あ
る程度の水準に達したことから特例措置が廃
止される。 

火災予防条例の一部改正 
　近年の電気自動車の普及に伴い急速充電設
備を設置する際の位置、構造及び管理に関す
る基準を定めるもの。 
問  本市に対象の施設があるのか。 
答  現在のところ本市にはない。 

土地の売払い 
　旧串木野庭球場用地を売り払うことについ
て、議会の議決を求められたもの。 
・売払い地面積9486㎡?  
・売却価格1億3001万円 
　最低価格は1億400万円で、公売の条件と
して①5人以上の新規雇用があり地域活性化
に役立つ計画であること②細切れにしない利
用計画であること③転売目的は認めないこと
④3年以内に着手、10年間は継続利用するこ
とを設定 
問  最低価格はどのように設定したのか。 
答 近隣の売買実例などを参考にし、鑑定評
価によると売買実例としては、面積が㎡当た
り2万円のものもあるが、面積が大規模とな
ると、結果として価格は落ちる。 
問  契約の相手方の利用計画は。 
答 グループホームや特別養護老人ホームの
利用計画がある。 
問 利用計画の変更などがあった場合はどう
なるのか。 
答  契約に従い双方で協議することになる。 

　　　　　　　　　 　　　　　旧串木野庭球場売払用地 

一般会計補正予算中委員会付託分 
 歳入 
１．財産収入                      1億3001万円 
　旧串木野庭球場の市有地売払金 
２．繰越金 　　　　　　　　　　 147万円 
※平成23年度の実質収支額は、現時点で約9
億400万円を見込む。 

売払い地売払い地売払い地

串木野インター入口串木野インター入口串木野インター入口
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委員会審査

名及びアルファベット、ともに登録できるが、
片仮名とアルファベットを組み合わせての
登録はできない。 
問　今回の改正により住民基本台帳に登録
できることのメリットは。 
答　在留資格の手続きが入国管理局だけで
済むことや、国際結婚をされている場合、
これまで別々の証明書等しか受けられなか
ったが世帯全員の住民票の写しの交付が受
けられるようになる。また、これまでの紙
ベースでの処理がなくなり電算化されるこ
とで事務処理の効率化が図られる。 

巨費を投じる総合体育館の建設中止
を求める陳情 
陳情趣旨 
　総額20億円を超える巨費を投じる総合体
育館の建設は、人口減少が危惧される本市
においては必要ではない。年に何回あるか
わからない大会誘致などのために、巨費を
使う必要はなく、生活道路の新設・改良など、
多くの市民要求実現にこそお金は使うべき
であり、住民合意のない総合体育館の建設
中止を求めるもの。 

審査内容 
　委員会では陳情者から直接陳情の趣旨や
思い等についての意見を聴取するために、
参考人招致を行いました。 
　審査では「3月議会の委員会審議において
は、総合体育館にかかる実施設計及び建設
費を含む平成24年度当初予算の審議が後日
に控えていたこともあり、結果的に継続審
査とすることにしたが、現在の状況では、
既に市議会が、平成24年度当初予算を議決
していることを踏まえれば、本陳情は不採
択とすべき」との意見が述べられました。 
採決 
　賛成少数で不採択とすべきものと決しま
した。 

主な内容 
一般会計補正予算中委員会付託分 
農林水産業費 　　　　　　　　 1600万円 
市来地域の有川下（ありかわした）地区及
び落シ平（おとしびら）地区の治山費1600
万円の計上。これに見合う歳入の主なものは、
２カ所分の事業費の５％にあたる受益者か
らの分担金80万円及び70％の県補助金
1120万円などの計上 
問  治山事業の採択要件は。 
答 基本的に治山事業は、山を守るための事
業であることから、背後地が山林でなけれ
ば該当しない。 
問  これまでの実施状況は。 
答 防災計画上の崩壊危険箇所は192カ所、
そのうち整備済が90カ所で、47％の整備率
である。また、串木野地域２カ所、市来地
域２カ所で要望があり、今後、県に要望し
ていく。 
　委員から、人命に関わることなので、早
めの対応を求める旨の意見が述べられた。 

　　　 　　　　　 民家に土砂が迫る落シ平地区の状況



問 3月定例会で、議会は東日本大震災で発
生したがれき処理受け入れに関する決議をし
たが国、県との調整はどうなっているか。 
答 環境省による広域処理に関する市長への
説明会が4月19日に鹿児島市で行われ、内容
については受け入れの検討をしてほしい旨の
お願いであった。
　その後、国、県からの説明会の連絡は今の
ところはない。 
問 がれきの受け入れに関しては、その前提
として市民の声を聞き判断すべきと考えるが
どうか。 

答 国、県に十分理解できる説明を求め、近
隣市町村の動向を踏まえ、市民の意見を聞い
た上で慎重に対応したい。 

問 全国で通学路における交通事故が多発し
ている。本市においても、信号機・通学路等
の点検をすべきではないか。 
答 市内全ての小学校において保護者等の協
力のもと危険箇所の抽出を行うことにしてい
る。その後、警察署や関係機関等と連携し、
合同点検を実施する予定である。
 ガードレール・ガードパイプ等は調査の上
適切に対応したい。 

•
6月14日、15日の本会議で7人の議員が一般質問を行い
ました。この原稿は、議会会議録をもとに、質問した議員
の責任においてまとめたものです。　（掲載は通告順）

がれき受け入れについて

市民の意見を聞き対応したい 

原口政敏議員

医療費抑制の取り組みは 

生活習慣病対策に努める 
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一般質問

各機関と連携を
      とり対応したい 

通学路の安全対策
                について 

 地域防災計画を策定 防災対策は
東　育代議員
問  国保税・介護保険料の本市の現状は。 
答 国保税は、県内19市中9位（給与収入300
万円、固定資産税4万円の4人世帯の比較）、
一人当たりの医療費は、１位（県平均より9
万1648円高い）、介護保険料は1位（介護施
設のベッド数や利用者が多いことが要因とし
て考えられる）である。 
問  医療費の抑制に向けた取り組みは。 
答 生活習慣病の早期発見、早期治療と治療
中断防止の啓発で重症化防止に努める。 
問  ボランティアポイント制度の導入は。 
答 高齢者の健康づくりや社会参加の活動に

ついて、地域商品券に交換できるポイント制
度（県事業） の導入を本市でも検討中である。 
問　在宅介護従事者への支援策は。 
答　寝たきりの方などの介護者に月額8000
円を支給している。今後国が示す24時間訪問
介護サービスの充実の方向性を注視したい。 

問  自然災害（津波・台風・地震・大雨・竜巻）
時の災害弱者への対応は。 
答 要援護者には支援者が選定されている。
地域防災力の強化のため、まちづくり協議会
の活動に期待する。 
問  川内原発事故発生時の対応は。 
答  8月11日の原子力防災訓練を通して、課
題等を抽出し、さらに対策を講じる。 
問  川内原発再稼働についての考えは。 
答 国が安全性を保障し、国の責任で地元へ
の説明がなされることがスタートと考える。



問 まちの活性化につながる新コミュニティ
交通（いきいきバス・タクシー）がもっと活
用され利便性を上げるための市の体制作りが
必要ではないか。 
答 新交通が始まり半年だが更なる利用促進
のお願いと工夫を進める。 
問 今後の農業や漁業に欠かせない、生産か
ら加工・販売まで行なう産業の６次化の体制
づくりとして、地域で活躍している小さなグ
ループへの支援体制強化の取り組みが必要で
はないか。 
答 所得の向上を目指し、プランナーやサポ
ートセンターの設置による支援、有利な融資
制度など６次産業化の取り組みに対する国の

制度を周知するとともにその仕組みづくり、
きっかけづくりに努める。 
問 本市と同じ食のまちを進める甑島との観
光振興は。 
答 キビナゴやアオサラーメンをはじめ人情
と温かいおもてなしの心がある甑島の皆さん
に、本市主催の鹿児島うまかもんグランプリ
に参加してもらうことにしており、イベント
に合わせた甑島への観光コースづくりの検討
も進めている。食による係わりということで
連携を図りながら観光振興に努めたい。 
問 人工魚礁や藻場など海中の現状をリアル
タイムに知るため、水中カメラロボット等の
設備の充実が必要ではないか。 
答 県の水産技術センターと連携し水中カメ
ラロボットによる調査を進めていきたい。ま
た、来年で５ヵ年計画が終了する藻場の造成
事業については、継続を引き続き国に強く要
請する。 

西別府 治議員

問 3月23日の議会の受け入れ議決時点と今
日では、1.処理の進捗率、2.市民の理解、
3.放射性物質の含有、4.本市の埋め立て能力
の検証、5.広域処理と現地処理のコスト等、
状況の変化がある。どう判断をされるのか。 
答 県からの受け入れ要請はない。風評被害
や放射能汚染に対する住民の不安、環境セン
ターの処理能力、平成27年度で満杯になる
最終処分場の余力不足などの課題がある。市
民の皆さん方の意見を聞いた上で判断したい。 

問  新幹線全線開業１年を経ての見解を伺う。 
答 本市では、観光施設への入り込み客は１

万9000人、甑島航路が2200人増加している。
スポーツ合宿の誘致やグリーンツーリズムの
推進などのメニューづくりや旅行エージェン
ト等、薩摩川内市など近隣の自治体とも連携
をとって観光客の誘致を図る。
問 サルの島、沖ノ島を観光の目玉として活
用できないものか。 
答 島内めぐりはグリーンツーリズムで訪れ
た子供たちから大変喜ばれている。羽島で観
光グラスボートが現在建造中とのことで、
10月就航と聞いている。民間の活力や地域
と連携し、観光振興につなげたい。 
問  韓国、中国、台湾等の誘客戦略は。 
答 外国より本市に今年１月以降24回、500
人が訪れ、宿泊施設には昨年度3回、約40人
宿泊をしている。客船による観光客の誘致は、
本市の港に*「ＣＩＱ」機能が整っておらず、
第2・第3の寄港地として調査研究する。 

*「CIQ」とは、税関、出入国管理、動植物
検疫のこと。 

震災がれき

 慎重に対応

 中里 純人議員
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一般質問

コンパクトシティを確実に 

本市の宝を発掘し議会と一緒に進める 

観光振興                   沖ノ島 





東　勝巳議員



政務調査費

○政務調査費は、議員の調査研究活動に要する経費の一部として、議員個人に交付されています。 

○交付額は議員1人当たり月額1万円です。使用額が交付額に達しない場合、残額は返納されています。 

○議員は、領収書原本を添付し全ての内容を議長に報告することが義務付けられています。 

○これらの書類等は情報公開の手続きにより閲覧することができます。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円)

 議 員 名       支 出 額 項 目          金 額   　　　　　具　体　的　支　出　事　項 
左 の 主 な 支 出 内 容 



（1）補正予算 
   ①一般会計

（2） 条例 
　①火災予防条例の一部改正 
　②国民健康保険税条例の一部改正 
   ③印鑑条例及び長寿祝金支給条例の一部改正

（3）その他
   ①土地の売払い

定例会表決結果

 

専決処分の承認（承認） 

 

市税条例の一部改正（可決）

巨費を投じる総合体育館の建設中止
を求める陳情（不採択） 

不

不

川内原発の3号機増設計画の白紙撤
回を求める請願（不採択） 

川内原発の3号機増設計画の白紙撤
回を求める意見書（否決） 

条
例 

そ
の
他 

 

陳
情 

請
願 

意
見
書 

 

　市来農芸高校では、地域に根ざし、地域に貢献できる活動を目標に毎年
様々な取り組みを行っています。主な取り組みとして、5月に近隣を流れ
る重信川の愛護作業、8月には地域の伝統芸能のひとつである大里虫追踊
への参加、10月には市来幼稚園児との交流会などを行っています。また、
他にも地域の特産品を使った加工品開発や、サツマイモのバイオ苗生産な
ども行っています。様々な体験を通して、学んだこと・感じたことを俳句
や作文に表現して多くの賞を受賞し、また、県英語弁論大会での奨励賞や
県畜産共進会等でも上位入賞を果たしています。虫追踊を踊る生徒たち 



（5月）
  8日 総務委員会行政視察（〜11日）
  9日 教育民生委員会行政視察（〜12日） 
12日 産業建設委員会行政視察（〜15日） 
17日 第17回財政問題議員研究会 
　　  大崎町議会行政視察来訪 
21日 市議会「市民と語る会」 
　　（〜30日 市内16会場） 
22日 県市議会議長会臨時総会（東京） 
23日 全国市議会議長会（東京） 
（6月）
  5日 議会運営委員会 
  7日〜27日 平成24年第2回定例会 
14日 一般質問（〜15日 7人）
18日 議案質疑 
19日 総務委員会 
20日 教育民生委員会 
21日 産業建設委員会 
25日 議会運営委員会 

 27日 議会運営委員会 
　　   本会議（閉会）、議員全員協議会 
　　　第37回議会広報特別委員会 
（7月） 
   5日 産業建設委員会行政視察（鹿屋市）
   9日 宮崎県都農町議会行政視察来訪
 10日 議会運営委員会 
 11日 佐賀県鳥栖市議会行政視察来訪 
 18日 第18回財政問題議員研究会 
　　　第38回議会広報特別委員会
 19日 教育民生委員会所管事務研修 
 24日 第39回議会広報特別委員会 

編集後記

議会の動き

200年の伝統を誇る市来湊祇園祭（7月22日鹿児島おぎおんさぁに参加） 

（平成24年5月〜7月）

　新年度に入り、4月は観音ケ池さくら祭りを皮切りに、毎週イベント・行
事が行われ、いちき串木野市の賑わいが感じられる月でした。昨年に引き
続き5月には「市民と語る会」（今年から議会報告会の名称を変更）を開催
の予定です。市民の皆様のご意見ご提言等をぜひお聞かせいただき、その
貴重な意見をもとに議会活動を進めてまいりたいと思っております。皆
様方の多数のご参加をよろしくお願いいたします。　　　　　　  （南竹） 

16　いちき串木野市議会だより（36号）

次回の議会は 
9月4日からの予定です 

　前期に引き続き広報委員となり、毎号皆様によりわかりやすい情報
を掲載しようと、日々努力していますが、まだまだとの思いです。
　編集作業や写真撮影の技術を向上させるために撮影研修会や、年１
回の広報クリニックにも参加していますが、今後もさらに研鑽を重ね、
より質の高い議会だよりになるように精進していきます。（枇榔） 
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